
告 示

�愛媛県告示第５２７号
愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号）第５条第２項の規定に基づき、次の図書類等を青少年の健全な育成を阻害するおそ

れのある図書類等として指定する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

図書類等

� 目 次 �
告 示

○ 不健全な図書類等の指定…………………………………………………３１４

○ 愛媛県視聴覚福祉センターの点字印刷物売払代金の収納事務の委

託……………………………………………………………………………３１５

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………３１５

○ 指定居宅介護支援事業者の指定…………………………………………３１５

○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………３１５

○ 指定居宅サービス事業を行う事業所の所在地の変更…………………３１６

○ 指定居宅介護支援事業を行う事業所の名称の変更……………………３１７

○ 指定居宅介護支援事業を行う事業所の所在地の変更…………………３１７

○ 指定介護予防サービス事業を行う事業所の名称の変更………………３１７

○ 指定介護予防サービス事業を行う事業所の所在地の変更……………３１７

○ 指定介護療養型医療施設の指定の辞退…………………………………３１８

○ 県営土地改良事業の事業計画書の縦覧（４件）………………………３１８

○ 土地改良事業の工事完了の届出…………………………………………３１８

○ 保安林予定森林……………………………………………………………３１９

発 行 愛 媛 県

○ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定（３件）………３１９

○ 土砂災害警戒区域の指定（２件）………………………………………３２４

○ 道路の区域変更（県道東予玉川線）……………………………………３２６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………３２６

○ 道路の供用開始（県道河辺小田線）……………………………………３２６

○ 道路の供用開始（県道河辺小田線）……………………………………３２６

○ 道路の区域変更（一般国道１９７号）……………………………………３２６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………３２７

○ 道路の供用開始（県道宇和島下波津島線）……………………………３２７

○ 道路の位置の指定（２件）………………………………………………３２７

公 告

○ 土地（建付地）の売払い…………………………………………………３２７

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………３２９

監 査 公 表

○ 監査結果に基づく措置の公表……………………………………………３２９

種 別 番 号 名 称 号別又は発行
年月日 発 行 者 諮 問 の 理 由

雑 誌 １８‐１０１ ニャン２倶楽部 ４ 月 号 � コ ア マ ガ ジ ン 著しく性的感情を刺激し、青少年

の健全な育成を阻害するおそれが

ある。
〃 １８‐１０２ アップル通信 ４ 月 号 三 和 出 版 �

〃 １８‐１０３ ＵＬＴＲＡ ＹＯ！ Ｖ ｏ ｌ ．０４ � 大 洋 図 書

〃 １８‐１０４ アップル写真館ＢＥＳＴｏｆＢＥＳＴ Ｖ ｏ ｌ ．１１ � 大 洋 図 書

〃 １８‐１０５ 特選�熟コレクション ３ 月 号 増 刊 � メ デ ィ ア ソ フ ト

〃 １８‐１０６ コミックアムール ４ 月 号 � サ ン 出 版

〃 １８‐１０７ レディースコミック・タブー ４ 月 号 三 和 出 版 �

〃 １８‐１０８ 愛の体験 Ｓｐｅｃｉａｌデラックス ４ 月 号 � 竹 書 房

〃 １８‐１０９ 実録三十路妻専科 Ｖ ｏ ｌ ．１３ � 一 水 社

〃 １８‐１１０ コミック メガストア Ｈ ４ 月 号 � コ ア マ ガ ジ ン

〃 １８‐１１１ ＣＯＭＩＣ阿� ４ 月 号 ヒ ッ ト 出 版 社

毎週（火・金）曜日発行 第１８４７号 平成１９年３月２７日

平成１９年３月２７日火曜日 第１８４７号

愛 媛 県 報

３１４



��������������

��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第５２８号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、愛媛県視聴覚福祉センターの点字印刷物売払代金の収納事

務を次のとおり委託した。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

松山市道後町二丁目１２番１１号

２ 委託期間

平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで

�愛媛県告示第５２９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

〃 １８‐１１２ ＣＯＭＩＣ桃姫 ４ 月 号 富 士 美 出 版 �

ビデオ
テープ １８‐１１３ 裏物ピンサロ本盗撮 ＨＳ－２４ シ ー ア ー ク

〃 １８‐１１４ これが本当のナンパストリート１５ 下北沢編 ＪＮＳ－０１５ ド リ ー ム ス テ ー ジ

〃 １８‐１１５ 尺八温泉 第１巻 結城まりあ ＦＯ－０１ ＺＡＭＦＡＣＴＯＲＹ

〃 １８‐１１６ 女優の穴 �２ ＡＮＡ－０２ � エ イ チ ・ エ ス 映 像

〃 １８‐１１７ 痴漢 無差別猥褻行為� ＣＫ－０３ 銀 太 郎 映 像

〃 １８‐１１８ 母と息子の近親相姦 ＳＳＳ－１ 正 真 正 銘 �

ＤＶＤ １８‐１１９ ｈ．ｍ．ｐカウントダウン２００７［Ｃｅｒｅｓ］ＢＥＳ
Ｔ ＨＩＴ Ｒａｎｋｉｎｇ ４時間

ＢＮＤＶ－
００４３５ � ビ デ オ バ ン ク

〃 １８‐１２０ 初少女 若草よつは ＶＦＤＶ－０８１ ク リ ス タ ル 映 像 �

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８１１０２８０５３ 愛媛医療生活協同組合 愛媛県松山市中村３－１
－１

訪問リハビリテー
ション 伊予診療所 愛媛県伊予市米湊８１６－

１ 平成１９年２月１日

３８７０４００６１５ 社会福祉法人八幡浜市社
会福祉協議会

愛媛県八幡浜市松柏乙１１
０１番地八幡浜市保健福祉
総合センター２階

訪問介護 湯島の里介護事業所 愛媛県八幡浜市五反田１
番耕地８０６番地 平成１９年２月１日

３８７０１０６３４５ 株式会社中川メディカル 愛媛県松山市南梅本町甲
５８番地

特定施設入居者生
活介護 シニアハウスうめの小町 愛媛県松山市南梅本町甲

５０番地２ 平成１９年２月２３日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０６３３７ 有限会社介護サービスせ
とか

愛媛県松山市美沢二丁目
７番５２号 居宅介護支援 居宅介護支援事業所せと

か
愛媛県松山市衣山四丁目
６８－１０衣山大東ビル２０３
号

平成１９年２月１日

３８７１４００３３３ 株式会社たかちほ 愛媛県西予市宇和町上松
葉１６５番地１ 居宅介護支援 ケアプラン明浜館 愛媛県西予市明浜町高山

甲６７７番地 平成１９年２月１５日

愛 媛 県 報平成１９年３月２７日 第１８４７号

３１５
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平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業所の所在地

を変更した旨の届出があった。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０４０４３ 有限会社ひめ 愛媛県松山市勝岡町１０９８
番地２ 訪問介護 ヘルパーステーション

ひめ
愛媛県松山市勝岡町
１０９８番地２

愛媛県松山市太山寺
町甲４７７番２

平成１９年
２月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０２００１６３ 越智今治農業協同組合 愛媛県今治市北宝来町１
－１－５ 介護予防訪問介護 ＪＡおちいまばり 愛媛県今治市鐘場町一丁

目２番９号 平成１９年２月１日

３８７０２００１６３ 越智今治農業協同組合 愛媛県今治市北宝来町１
－１－５

介護予防福祉用具
貸与 ＪＡおちいまばり 愛媛県今治市鐘場町一丁

目２番９号 平成１９年２月１日

３８７０２００１６３ 越智今治農業協同組合 愛媛県今治市北宝来町１
－１－５

特定介護予防福祉
用具販売 ＪＡおちいまばり 愛媛県今治市鐘場町一丁

目２番９号 平成１９年２月１日

３８７０２００１９７ 株式会社シルバーケアサ
ービス

愛媛県今治市八町西４－
１－１２ 介護予防訪問介護 株式会社シルバーケアサ

ービス
愛媛県今治市八町西４－
１－１２ 平成１９年２月１日

３８７０２００１９７ 株式会社シルバーケアサ
ービス

愛媛県今治市八町西４－
１－１２ 介護予防通所介護 株式会社シルバーケアサ

ービス
愛媛県今治市八町西４－
１－１２ 平成１９年２月１日

３８７０２００５１０ 特定非営利活動法人わを
ん

愛媛県今治市南日吉町二
丁目２番３８号 介護予防訪問介護 特定非営利活動法人わを

ん
愛媛県今治市南日吉町二
丁目２番３８号 平成１９年２月１日

３８７０２００６１９ 有限会社唐子浜介護セン
ター

愛媛県今治市東村三丁目
１番３８号 介護予防訪問介護 有限会社唐子浜介護セン

ター
愛媛県今治市東村３－１
－３８ツカサビル１階 平成１９年２月１日

３８７０２００８３３ 特定非営利活動法人フラ
ット

愛媛県今治市新谷乙２２３
番地７２ 介護予防訪問介護 特定非営利活動法人フラ

ット訪問介護事業所
愛媛県今治市北宝来町三
丁目１－１３ 平成１９年２月１日

３８７０２０１２０３ 介護機器のイトウ株式会
社

愛媛県今治市蒼社町２－
２－３ 介護予防通所介護 蒼社町のデイサービス 愛媛県今治市蒼社町２－

２－６７ 平成１９年２月１日

３８７０４００６１５ 社会福祉法人八幡浜市社
会福祉協議会

愛媛県八幡浜市松柏乙１１
０１番地八幡浜市保健福祉
総合センター２階

介護予防訪問介護 湯島の里介護事業所 愛媛県八幡浜市五反田１
番耕地８０６番地 平成１９年２月１日

３８１０６２８１１９ 医療法人愛寿会 愛媛県西条市福武甲１５８
－１

介護予防通所リハ
ビリテーション 西条愛寿会病院 愛媛県西条市福武甲１５８

－１ 平成１９年２月１日

３８７０８００１７８ 社会福祉法人愛美会 愛媛県四国中央市上分町
８－２ 介護予防通所介護 樋谷荘 愛媛県四国中央市上分町

８－２ 平成１９年２月１日

３８７０８００１７８ 社会福祉法人愛美会 愛媛県四国中央市上分町
８－２

介護予防短期入所
生活介護 樋谷荘 愛媛県四国中央市上分町

８－２ 平成１９年２月１日

３８７０８００１８６ 有限会社まごの手 愛媛県四国中央市川之江
町４１０５番地２１ 介護予防訪問介護 まごの手 愛媛県四国中央市川之江

町４１０５番地２１ 平成１９年２月１日

３８７０８００２９３ 株式会社アライアンス 愛媛県四国中央市川之江
町４７３番地１ 介護予防訪問介護 アライアンス 愛媛県四国中央市川之江

町４７３番地１ 平成１９年２月１日

３８７０９００２００ 有限会社エクイティ 愛媛県四国中央市中之庄
町２６番地１ 介護予防訪問介護 ライフケア紙ふうせん 愛媛県四国中央市中之庄

町２６番地１ 平成１９年２月１日

３８７１３００１４５ ヒカリメディカルサービ
ス有限会社

愛媛県四国中央市中之庄
町３９８番地１ 介護予防通所介護 デイサービスひかり 愛媛県四国中央市三島金

子一丁目４番３１号 平成１９年２月１日

３８７１３００２１０ 有限会社シンシア 愛媛県四国中央市金生町
山田井４番地１ 介護予防訪問介護 訪問介護事業所シンシア

愛媛県四国中央市川之江
町３２１７－１向陽ハイツ１
階Ｂ号

平成１９年２月１日

３８７１３００２４４ 有限会社ケアステーショ
ンやすらぎ

愛媛県四国中央市金生町
下分９６９番地の１ 介護予防通所介護 デイサービスセンターや

すらぎ
愛媛県四国中央市金生町
下分９６９番地の１ 平成１９年２月１日

３８７０１０６３４５ 株式会社中川メディカル 愛媛県松山市南梅本町甲
５８番地

介護予防特定施設
入居者生活介護 シニアハウスうめの小町 愛媛県松山市南梅本町甲

５０番地２ 平成１９年２月２３日

愛 媛 県 報平成１９年３月２７日 第１８４７号

３１６
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�愛媛県告示第５３３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業所の名称を

変更した旨の届出があった。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業所の所在地

を変更した旨の届出があった。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス事

業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７０１０５４３８ 有限会社アイエムユー 愛媛県松山市居相三丁目
１４－１８ 訪問介護 訪問介護事業所アロハ

居相
愛媛県松山市居相三
丁目１４－１８

愛媛県松山市居相三
丁目１４－２０

平成１９年
２月１日

３８７０１０６１６２ 有限会社ひめ 愛媛県松山市勝岡町１０９８
番地２ 通所介護 デイサービスひめ 愛媛県松山市太山寺

町４７７番２
愛媛県松山市太山寺
町甲４７７番２

平成１９年
２月１日

３８７０９００１２７ 有限会社わかばケアサー
ビス

愛媛県四国中央市三島宮
川１－６－１０ 訪問介護 有限会社わかばケアサ

ービス
愛媛県四国中央市三
島宮川１－７－４０

愛媛県四国中央市三
島宮川１－６－１０

平成１９年
２月１１日

３８７０２００３９５ 有限会社四国フラッシュ 愛媛県今治市高市甲４６３
番地１ 訪問介護 ほのぼの指定訪問介護

事業所
愛媛県今治市小泉１
－９－２６

愛媛県今治市高市甲
４６３－１

平成１９年
２月１２日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日

名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０５４０４ 日本ケアシステム株式会
社

愛媛県松山市堀江町甲２０
８２番地１

特定施設
入居者生
活介護

シニアハウス「よろ
こび」

シニアハウスよろこ
び

愛媛県松山市堀江町甲
２０８２－１

平成１９年
２月１６日

３８７０５００９４３ 株式会社井手組 愛媛県新居浜市七宝台町
甲２３７５番地の９９

福祉用具
貸与

株式会社井手組福祉
用具貸与事業所 株式会社井手組 愛媛県新居浜市七宝台

町甲２３７５番地の９９
平成１９年
２月１９日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０５４４６ 有限会社アイエムユー 愛媛県松山市居相三丁目
１４－１８

居宅介護
支援

居宅介護支援事業所ア
ロハ居相

愛媛県松山市居相三
丁目１４－１８

愛媛県松山市居相三
丁目１４－２０

平成１９年
２月１日

３８７０５０１７５０ 社会福祉法人宝集会 愛媛県新居浜市荷内町６
番２１号

居宅介護
支援 宝寿園 愛媛県新居浜市荷内

町甲７５２番地
愛媛県新居浜市荷内
町６番２１号

平成１９年
２月１０日

３８７０９００１２７ 有限会社わかばケアサー
ビス

愛媛県四国中央市三島宮
川１－６－１０

居宅介護
支援

有限会社わかばケアサ
ービス

愛媛県四国中央市三
島宮川１－７－４０

愛媛県四国中央市三
島宮川１－６－１０

平成１９年
２月１１日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日

名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０５４０４ 日本ケアシステム株式会
社

愛媛県松山市堀江町甲２０
８２番地１

介護予防
特定施設
入居者生
活介護

シニアハウス「よろ
こび」

シニアハウスよろこ
び

愛媛県松山市堀江町甲
２０８２－１

平成１９年
２月１６日

愛 媛 県 報平成１９年３月２７日 第１８４７号

３１７
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�愛媛県告示第５３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

北宇和郡鬼北町大字出目地域に係る県営土地改良事業計画を定めた

ので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画

書の写しを縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・本村池地区）計画書の

写し

２ 縦覧期間

平成１９年３月２８日から４月２４日まで

３ 縦覧場所

鬼北町役場

�������
�愛媛県告示第５３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

宇和島市三間町大内及び是延地域に係る県営土地改良事業計画を定

めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業

計画書の写しを縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・是延地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成１９年３月２８日から４月２４日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所三間支所

�������
�愛媛県告示第５４０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

宇和島市三間町金銅地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農地保全事業・是延地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１９年３月２８日から４月２４日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所三間支所

�������
�愛媛県告示第５４１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

宇和島市三間町小沢川地域に係る県営土地改良事業計画を定めたの

で、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書

の写しを縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・椎木迫池地区）計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成１９年３月２８日から４月２４日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所三間支所

�������
�愛媛県告示第５４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、今治市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の

届出があった。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定の辞退があった。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０４０４３ 有限会社ひめ 愛媛県松山市勝岡町１０９８
番地２

介護予防
訪問介護

ヘルパーステーション
ひめ

愛媛県松山市勝岡町
１０９８番地２

愛媛県松山市太山寺
町甲４７７番２

平成１９年
２月１日

３８７０１０５４３８ 有限会社アイエムユー 愛媛県松山市居相三丁目
１４－１８

介護予防
訪問介護

訪問介護事業所アロハ
居相

愛媛県松山市居相三
丁目１４－１８

愛媛県松山市居相三
丁目１４－２０

平成１９年
２月１日

３８７０１０６１６２ 有限会社ひめ 愛媛県松山市勝岡町１０９８
番地２

介護予防
通所介護 デイサービスひめ 愛媛県松山市太山寺

町４７７番２
愛媛県松山市太山寺
町甲４７７番２

平成１９年
２月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護療養型医療
施 設 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
辞退に係る指定介護療養型医療施設

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１０１２９３５７ 医療法人重見循環器科内
科

愛媛県松山市古三津５－
８－１

介護療養型医療施
設 重見循環器科内科 愛媛県松山市古三津五丁

目８番１号 平成１９年１月３１日

愛 媛 県 報平成１９年３月２７日 第１８４７号

３１８
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�愛媛県告示第５４３号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

西条市大浜字ヲトシ５９５３の１、５９５３の２、５９５９の２、５９８１、

字神子ノ谷５９５７、５９５９の１、字ヨコイノ上５９５８、字小鳥越５９６０、

５９６１、５９７７、字ヲヲトリ５９６２、字小棚５９７９、字小棚ノ上５９８０、

字在所５９８２、５９８５、字在所東５９８８

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字ヲトシ５９５３の２・５９８１・字神子ノ谷５９５９の１・字小鳥

越５９７７・字小棚ノ上５９８０・字在所東５９８８（以上６筆につい

て次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

西条市丹原町古田乙５２２の１６７

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

丹原町古田乙５２２の１６７（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

西条市河之内乙２６の１から乙２６の３まで、乙２９、乙３０

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

河之内乙２６の１・乙２９・乙３０（以上３筆について次の図

に示す部分に限る。）、乙２６の３

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５４４号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項及び第８条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

中居
（４２５
－�－
１４８６
�）

大洲市
河辺町
三嶋
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中居
（４２５
－�－
１４８６
�）

大洲市
河辺町
三嶋
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

熊の坂
（４２５
－�－
１４９１
�）

大洲市
河辺町
河都
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

熊の坂
（４２５
－�－
１４９１
�）

大洲市
河辺町
河都
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

出合Ａ
（４２５
－�－
２７９０
�）

大洲市
河辺町
植松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

出合Ａ
（４２５
－�－
２７９０
�）

大洲市
河辺町
植松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

寺薮川
（４２５
－１３６
９）

大洲市
河辺町
河都
（次の
図のと
おり）

土石流 寺薮川
（４２５
－１３６
９）

大洲市
河辺町
河都
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

駄場川
（４２５
－１３７
１）

大洲市
河辺町
三嶋
（次の
図のと
おり）

土石流 駄場川
（４２５
－１３７
１）

大洲市
河辺町
三嶋
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大中山
川
（４２５
－１３７
２）

大洲市
河辺町
三嶋
（次の
図のと
おり）

土石流 大中山
川
（４２５
－１３７
２）

大洲市
河辺町
三嶋
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

旭川
（４２５
－１３７
４）

大洲市
河辺町
三嶋
（次の
図のと
おり）

土石流 旭川
（４２５
－１３７
４）

大洲市
河辺町
三嶋
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

大洲土木事務所及び大洲市に備えて一般の縦覧に供する。）

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 蓮地区 平成１８年６月２３日
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�愛媛県告示第５４５号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項及び第８条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

荷内Ａ
（２０５
－�－
７０�）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

荷内Ａ
（２０５
－�－
７０�）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

荷内Ｄ
（２０５
－�－
７３�）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

荷内Ｄ
（２０５
－�－
７３�）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

荷内Ｅ
（２０５
－�－
７４�）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

荷内Ｅ
（２０５
－�－
７４�）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

荷内Ｆ
（２０５
－�－
７５�）

新居浜
市阿島
二丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

荷内Ｆ
（２０５
－�－
７５�）

新居浜
市阿島
二丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

阿島Ｂ
（２０５
－�－
７７�）

新居浜
市阿島
三丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

阿島Ｂ
（２０５
－�－
７７�）

新居浜
市阿島
三丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

又野
（２０５
－�－
８４�）

新居浜
市又野
二丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

又野
（２０５
－�－
８４�）

新居浜
市又野
二丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

落神
（２０５
－�－
８５�）

新居浜
市落神
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

落神
（２０５
－�－
８５�）

新居浜
市落神
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

種子川
（２０５
－�－
９９�）

新居浜
市種子
川町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

種子川
（２０５
－�－
９９�）

新居浜
市種子
川町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

船木野
（２０５
－�－
１０３
�）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

船木野
（２０５
－�－
１０３
�）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新道
（２０５
－�－
１０４�）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新道
（２０５
－�－
１０４�）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奥の平
（２０５
－�－
１０６�）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奥の平
（２０５
－�－
１０６�）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

黒石
（２０５
－�－
１０７�）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

黒石
（２０５
－�－
１０７�）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

渡瀬
（２０５
－�－
１０８�）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

渡瀬
（２０５
－�－
１０８�）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

芳谷
（２０５
－�－
１１８�）

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

芳谷
（２０５
－�－
１１８�）

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沢Ａ
（２０５
－�－
１１９�）

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沢Ａ
（２０５
－�－
１１９�）

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

磯浦Ａ
（２０５
－�－
１３０�）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

磯浦Ａ
（２０５
－�－
１３０�）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

岩鍋
（２０５
－�－
２６４８
�）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

岩鍋
（２０５
－�－
２６４８
�）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

三杭
（２０５
－�－
２６５１
�）

新居浜
市阿島
二丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

三杭
（２０５
－�－
２６５１
�）

新居浜
市阿島
二丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

山根Ｂ
（２０５
－�－
２６５２
�）

新居浜
市山根
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

山根Ｂ
（２０５
－�－
２６５２
�）

新居浜
市山根
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

落神
（２０５
－�－
７�）

新居浜
市落神
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

落神
（２０５
－�－
７�）

新居浜
市落神
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

芳谷
（２０５
－�－
１７５�）

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

芳谷
（２０５
－�－
１７５�）

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

福辺川
（２０５
－１００
９）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流 福辺川
（２０５
－１００
９）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

荷内第
８川
（２０５
－１０１
１）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流 荷内第
８川
（２０５
－１０１
１）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

三坑川
右支川
（２０５
－１０１
３）

新居浜
市阿島
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 三坑川
右支川
（２０５
－１０１
３）

新居浜
市阿島
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

三坑川
（２０５
－１０１
４）

新居浜
市阿島
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 三坑川
（２０５
－１０１
４）

新居浜
市阿島
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

三栗谷
川東川
（２０５
－１０１
９）

新居浜
市阿島
四丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 三栗谷
川東川
（２０５
－１０１
９）

新居浜
市阿島
四丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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三栗谷
川
（２０５
－１０２
０）

新居浜
市阿島
四丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 三栗谷
川
（２０５
－１０２
０）

新居浜
市阿島
四丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

長谷川
（２０５
－１０２
１）

新居浜
市阿島
四丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 長谷川
（２０５
－１０２
１）

新居浜
市阿島
四丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西の郷
川
（２０５
－１０２
４）

新居浜
市阿島
三丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 西の郷
川
（２０５
－１０２
４）

新居浜
市阿島
三丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宮の谷
川
（２０５
－１０２
５）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流 宮の谷
川
（２０５
－１０２
５）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東浜第
１川
（２０５
－１０２
６）

新居浜
市多喜
浜五丁
目
（次の
図のと
おり）

土石流 東浜第
１川
（２０５
－１０２
６）

新居浜
市多喜
浜五丁
目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東白浜
川
（２０５
－１０２
８）

新居浜
市阿島
（次の
図のと
おり）

土石流 東白浜
川
（２０５
－１０２
８）

新居浜
市阿島
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西白浜
川西川
（２０５
－１０３０
－１）

新居浜
市楠崎
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 西白浜
川西川
（２０５
－１０３０
－１）

新居浜
市楠崎
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

本川
（２０５
－１０３１
－１）

新居浜
市楠崎
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 本川
（２０５
－１０３１
－１）

新居浜
市楠崎
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

本川
（２０５
－１０３１
－２）

新居浜
市楠崎
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 本川
（２０５
－１０３１
－２）

新居浜
市楠崎
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東楠崎
川
（２０５
－１０３２
－１）

新居浜
市楠崎
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 東楠崎
川
（２０５
－１０３２
－１）

新居浜
市楠崎
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

柳川
（２０５
－１０３４
－１）

新居浜
市郷
（次の
図のと
おり）

土石流 柳川
（２０５
－１０３４
－１）

新居浜
市郷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

柳川
（２０５
－１０３４
－２）

新居浜
市楠崎
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 柳川
（２０５
－１０３４
－２）

新居浜
市楠崎
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

タイト
ウ谷川
西川
（２０５
－１０３
９）

新居浜
市神郷
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 タイト
ウ谷川
西川
（２０５
－１０３
９）

新居浜
市神郷
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小屋谷
川
（２０５
－１０４０
－１）

新居浜
市清住
町
（次の
図のと
おり）

土石流 小屋谷
川
（２０５
－１０４０
－１）

新居浜
市清住
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小屋谷
川
（２０５
－１０４０
－２）

新居浜
市清住
町
（次の
図のと
おり）

土石流 小屋谷
川
（２０５
－１０４０
－２）

新居浜
市清住
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

蔵ノ内
川
（２０５
－１０４
２）

新居浜
市郷
（次の
図のと
おり）

土石流 蔵ノ内
川
（２０５
－１０４
２）

新居浜
市郷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

赤滝谷
川
（２０５
－１０５
３）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

土石流 赤滝谷
川
（２０５
－１０５
３）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

重藪谷
川
（２０５
－１０５
６）

新居浜
市山根
町
（次の
図のと
おり）

土石流 重藪谷
川
（２０５
－１０５
６）

新居浜
市山根
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寺ヶ谷
川
（２０５
－１０５
７）

新居浜
市山根
町
（次の
図のと
おり）

土石流 寺ヶ谷
川
（２０５
－１０５
７）

新居浜
市山根
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

金比羅
川
（２０５
－１０５
８）

新居浜
市山根
町
（次の
図のと
おり）

土石流 金比羅
川
（２０５
－１０５
８）

新居浜
市山根
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

深谷川
（２０５
－１０６
２）

新居浜
市山田
町
（次の
図のと
おり）

土石流 深谷川
（２０５
－１０６
２）

新居浜
市山田
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

山田西
谷川
（２０５
－１０６
３）

新居浜
市山田
町
（次の
図のと
おり）

土石流 山田西
谷川
（２０５
－１０６
３）

新居浜
市山田
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東尻無
川
（２０５
－１０６
４）

新居浜
市山田
町
（次の
図のと
おり）

土石流 東尻無
川
（２０５
－１０６
４）

新居浜
市山田
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

尻無川
（２０５
－１０６５
－１）

新居浜
市御蔵
町
（次の
図のと
おり）

土石流 尻無川
（２０５
－１０６５
－１）

新居浜
市御蔵
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

尻無川
（２０５
－１０６５
－２）

新居浜
市御蔵
町
（次の
図のと
おり）

土石流 尻無川
（２０５
－１０６５
－２）

新居浜
市御蔵
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

バラ谷
川
（２０５
－１０６
８）

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

土石流 バラ谷
川
（２０５
－１０６
８）

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

衣笠川
（２０５
－１０６
９）

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

土石流 衣笠川
（２０５
－１０６
９）

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

磯浦第
２川
（２０５
－１０８
１）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

土石流 磯浦第
２川
（２０５
－１０８
１）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西谷川
東川
（２０５
－１０８
４）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

土石流 西谷川
東川
（２０５
－１０８
４）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西谷川
（２０５
－１０８５
－１）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

土石流 西谷川
（２０５
－１０８５
－１）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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西谷川
（２０５
－１０８５
－２）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

土石流 西谷川
（２０５
－１０８５
－２）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

岩鍋第
２川
（２０５
－１０８
６）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

土石流 岩鍋第
２川
（２０５
－１０８
６）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

岩鍋第
３川
（２０５
－１０８
７）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

土石流 岩鍋第
３川
（２０５
－１０８
７）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

荷内谷
川
（２０５
－２００
４）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流 荷内谷
川
（２０５
－２００
４）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東福辺
川
（２０５
－２００
５）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流 東福辺
川
（２０５
－２００
５）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

福遍川
（２０５
－２００
７）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流 福遍川
（２０５
－２００
７）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西福辺
川上川
（２０５
－２００
８）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流 西福辺
川上川
（２０５
－２００
８）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東浜川
（２０５
－２０１
２）

新居浜
市多喜
浜五丁
目
（次の
図のと
おり）

土石流 東浜川
（２０５
－２０１
２）

新居浜
市多喜
浜五丁
目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

落神川
左支川
（２０５
－２０１
４）

新居浜
市落神
町
（次の
図のと
おり）

土石流 落神川
左支川
（２０５
－２０１
４）

新居浜
市落神
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

又野川
東川
（２０５
－Ｊ０１
６－１）

新居浜
市又野
三丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 又野川
東川
（２０５
－Ｊ０１
６－１）

新居浜
市又野
三丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

西条地方局建設部及び新居浜市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５４６号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項及び第８条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

おそふ
え谷
（３６１
－１）

東温市
山之内
麓
（次の
図のと
おり）

土石流 おそふ
え谷
（３６１
－１）

東温市
山之内
麓
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

猿屋谷
（３６１
－２）

東温市
山之内
麓
（次の
図のと
おり）

土石流 猿屋谷
（３６１
－２）

東温市
山之内
麓
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

池ヶ谷
（３６１
－３－
１）

東温市
山之内
麓
（次の
図のと
おり）

土石流 池ヶ谷
（３６１
－３－
１）

東温市
山之内
麓
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

池ヶ谷
（３６１
－３－
２）

東温市
山之内
麓
（次の
図のと
おり）

土石流 池ヶ谷
（３６１
－３－
２）

東温市
山之内
麓
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

池ヶ谷
（３６１
－３－
３）

東温市
山之内
麓
（次の
図のと
おり）

土石流 池ヶ谷
（３６１
－３－
３）

東温市
山之内
麓
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大祖ノ
谷
（３６１
－４）

東温市
山之内
中塚
（次の
図のと
おり）

土石流 大祖ノ
谷
（３６１
－４）

東温市
山之内
中塚
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大野谷
（３６１
－５）

東温市
山之内
柚ノ木
（次の
図のと
おり）

土石流 大野谷
（３６１
－５）

東温市
山之内
柚ノ木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

鍛屋谷
（３６１
－８）

東温市
山之内
神子野
（次の
図のと
おり）

土石流 鍛屋谷
（３６１
－８）

東温市
山之内
神子野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

坊ヶ谷
（３６１
－９）

東温市
山之内
岡
（次の
図のと
おり）

土石流 坊ヶ谷
（３６１
－９）

東温市
山之内
岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

荒神谷
（３６１
－１１）

東温市
吉久畑
川
（次の
図のと
おり）

土石流 荒神谷
（３６１
－１１）

東温市
吉久畑
川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大谷
（３６２
－１２）

東温市
吉久吉
久
（次の
図のと
おり）

土石流 大谷
（３６２
－１２）

東温市
吉久吉
久
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東大谷
（３６２
－１４）

東温市
吉久板
戸
（次の
図のと
おり）

土石流 東大谷
（３６２
－１４）

東温市
吉久板
戸
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

堀ノ谷
（３６２
－１５）

東温市
則之内
和田丸
（次の
図のと
おり）

土石流 堀ノ谷
（３６２
－１５）

東温市
則之内
和田丸
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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北谷
（３６２
－１６）

東温市
則之内
和田丸
（次の
図のと
おり）

土石流 北谷
（３６２
－１６）

東温市
則之内
和田丸
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

駄場谷
（３６２
－１７）

東温市
則之内
和田丸
（次の
図のと
おり）

土石流 駄場谷
（３６２
－１７）

東温市
則之内
和田丸
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

枇杷坂
谷
（３６２
－１８）

東温市
則之内
枇杷坂
（次の
図のと
おり）

土石流 枇杷坂
谷
（３６２
－１８）

東温市
則之内
枇杷坂
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

アリノ
木谷
（３６２
－１９）

東温市
則之内
和田丸
（次の
図のと
おり）

土石流 アリノ
木谷
（３６２
－１９）

東温市
則之内
和田丸
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

久尾谷
（３６２
－２１）

東温市
則之内
惣田谷
下
（次の
図のと
おり）

土石流 久尾谷
（３６２
－２１）

東温市
則之内
惣田谷
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

花谷
（３６２
－２２）

東温市
則之内
惣田谷
下
（次の
図のと
おり）

土石流 花谷
（３６２
－２２）

東温市
則之内
惣田谷
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

太郎兵
衛谷
（３６２
－２３）

東温市
井内井
内下
（次の
図のと
おり）

土石流 太郎兵
衛谷
（３６２
－２３）

東温市
井内井
内下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大根木
谷
（３６２
－２４）

東温市
井内井
内下
（次の
図のと
おり）

土石流 大根木
谷
（３６２
－２４）

東温市
井内井
内下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

スクモ
ヅカ谷
（３６２
－２５）

東温市
井内井
内下
（次の
図のと
おり）

土石流 スクモ
ヅカ谷
（３６２
－２５）

東温市
井内井
内下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

蔵元谷
（３６２
－２６）

東温市
井内井
内下
（次の
図のと
おり）

土石流 蔵元谷
（３６２
－２６）

東温市
井内井
内下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宮川
（３６２
－２７）

東温市
井内井
内西
（次の
図のと
おり）

土石流 宮川
（３６２
－２７）

東温市
井内井
内西
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

根無谷
川
（３６２
－２８）

東温市
井内井
内上
（次の
図のと
おり）

土石流 根無谷
川
（３６２
－２８）

東温市
井内井
内上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

惣田谷
川
（３６２
－２９）

東温市
則之内
惣田谷
上
（次の
図のと
おり）

土石流 惣田谷
川
（３６２
－２９）

東温市
則之内
惣田谷
上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

久米両
川
（３６２
－３０）

東温市
則之内
久米領
（次の
図のと
おり）

土石流 久米両
川
（３６２
－３０）

東温市
則之内
久米領
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

トナ谷
（３６２
－３１）

東温市
則之内
惣田谷
下
（次の
図のと
おり）

土石流 トナ谷
（３６２
－３１）

東温市
則之内
惣田谷
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上宿野
谷
（３６２
－３２）

東温市
則之内
宿野
（次の
図のと
おり）

土石流 上宿野
谷
（３６２
－３２）

東温市
則之内
宿野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

シブ谷
（３６２
－３３）

東温市
則之内
一ヶ谷
（次の
図のと
おり）

土石流 シブ谷
（３６２
－３３）

東温市
則之内
一ヶ谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

一ヶ谷
川
（３６２
－３４）

東温市
則之内
一ヶ谷
（次の
図のと
おり）

土石流 一ヶ谷
川
（３６２
－３４）

東温市
則之内
一ヶ谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上池谷
（３６２
－３５）

東温市
則之内
永野
（次の
図のと
おり）

土石流 上池谷
（３６２
－３５）

東温市
則之内
永野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西の谷
川
（３６２
－３６）

東温市
則之内
岡
（次の
図のと
おり）

土石流 西の谷
川
（３６２
－３６）

東温市
則之内
岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

栗ノ木
川
（３６２
－３７）

東温市
則之内
岡
（次の
図のと
おり）

土石流 栗ノ木
川
（３６２
－３７）

東温市
則之内
岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

山之神
谷川
（３６２
－３８）

東温市
則之内
岡
（次の
図のと
おり）

土石流 山之神
谷川
（３６２
－３８）

東温市
則之内
岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

丁字ヶ
谷川
（３６２
－３９－
１）

東温市
則之内
則之内
（次の
図のと
おり）

土石流 丁字ヶ
谷川
（３６２
－３９－
１）

東温市
則之内
則之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

丁字ヶ
谷川
（３６２
－３９－
２）

東温市
則之内
則之内
（次の
図のと
おり）

土石流 丁字ヶ
谷川
（３６２
－３９－
２）

東温市
則之内
則之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ガラガ
谷
（３６２
－４０）

東温市
則之内
則之内
（次の
図のと
おり）

土石流 ガラガ
谷
（３６２
－４０）

東温市
則之内
則之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宝蔵寺
谷
（３６２
－４１）

東温市
河之内
宝蔵寺
（次の
図のと
おり）

土石流 宝蔵寺
谷
（３６２
－４１）

東温市
河之内
宝蔵寺
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宝蔵寺
上谷
（３６２
－４２）

東温市
河之内
宝蔵寺
（次の
図のと
おり）

土石流 宝蔵寺
上谷
（３６２
－４２）

東温市
河之内
宝蔵寺
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

木地屋
谷
（３６２
－４５）

東温市
河之内
狩場
（次の
図のと
おり）

土石流 木地屋
谷
（３６２
－４５）

東温市
河之内
狩場
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

愛 媛 県 報平成１９年３月２７日 第１８４７号

３２３



弓折谷
（３６２
－４６）

東温市
河之内
問屋
（次の
図のと
おり）

土石流 弓折谷
（３６２
－４６）

東温市
河之内
問屋
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

カゴイ
ケ谷
（３６２
－４８）

東温市
河之内
日浦
（次の
図のと
おり）

土石流 カゴイ
ケ谷
（３６２
－４８）

東温市
河之内
日浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

野地谷
（３６２
－４９）

東温市
河之内
日浦
（次の
図のと
おり）

土石流 野地谷
（３６２
－４９）

東温市
河之内
日浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

柳そ谷
（３６２
－５０）

東温市
河之内
上音田
（次の
図のと
おり）

土石流 柳そ谷
（３６２
－５０）

東温市
河之内
上音田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上音田
谷
（３６２
－５１）

東温市
河之内
上音田
（次の
図のと
おり）

土石流 上音田
谷
（３６２
－５１）

東温市
河之内
上音田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

前谷
（３６２
－５３）

東温市
河之内
音田
（次の
図のと
おり）

土石流 前谷
（３６２
－５３）

東温市
河之内
音田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

榎木谷
（３６２
－５４）

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 榎木谷
（３６２
－５４）

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

滑ケ谷
（３６２
－５５）

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 滑ケ谷
（３６２
－５５）

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

障子ヶ
谷
（３６２
－５６）

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 障子ヶ
谷
（３６２
－５６）

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

トクヨ
シ谷
（３６２
－５７）

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 トクヨ
シ谷
（３６２
－５７）

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小谷
（３６２
－５８）

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 小谷
（３６２
－５８）

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宮ノ谷
（３６２
－５９）

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 宮ノ谷
（３６２
－５９）

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

片山谷
（３６２
－６０）

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 片山谷
（３６２
－６０）

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

三軒屋
谷
（３６２
－６１）

東温市
河之内
三軒屋
（次の
図のと
おり）

土石流 三軒屋
谷
（３６２
－６１）

東温市
河之内
三軒屋
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

トビノ
上谷
（３６２
－６２）

東温市
松瀬川
添谷
（次の
図のと
おり）

土石流 トビノ
上谷
（３６２
－６２）

東温市
松瀬川
添谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

トビノ
下谷
（３６２
－６３）

東温市
松瀬川
添谷
（次の
図のと
おり）

土石流 トビノ
下谷
（３６２
－６３）

東温市
松瀬川
添谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

古屋谷
（３６２
－６４）

東温市
松瀬川
川筋
（次の
図のと
おり）

土石流 古屋谷
（３６２
－６４）

東温市
松瀬川
川筋
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宮ノ谷
（３６２
－６５）

東温市
松瀬川
川筋
（次の
図のと
おり）

土石流 宮ノ谷
（３６２
－６５）

東温市
松瀬川
川筋
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

石谷
（３６２
－６６）

東温市
松瀬川
川筋
（次の
図のと
おり）

土石流 石谷
（３６２
－６６）

東温市
松瀬川
川筋
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

池ノ谷
（３６２
－６７）

東温市
松瀬川
三軒屋
（次の
図のと
おり）

土石流 池ノ谷
（３６２
－６７）

東温市
松瀬川
三軒屋
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小渋谷
（３６２
－６８）

東温市
松瀬川
原
（次の
図のと
おり）

土石流 小渋谷
（３６２
－６８）

東温市
松瀬川
原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

松山地方局建設部及び東温市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５４７号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

西福辺
川
（２０５
－１０１
０）

新居浜
市荷内
町
（次の
図のと
おり）

土石流

上ノ名
第１川
（２０５
－１０１
８）

新居浜
市阿島
四丁目
（次の
図のと
おり）

土石流

西白浜
川
（２０５
－１０２
９）

新居浜
市阿島
（次の
図のと
おり）

土石流

西白浜
川西川
（２０５
－１０３０
－２）

新居浜
市楠崎
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流
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東楠崎
川
（２０５
－１０３２
－２）

新居浜
市楠崎
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流

楠崎川
（２０５
－１０３
３）

新居浜
市楠崎
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流

落神川
（２０５
－１０３
７）

新居浜
市落神
町
（次の
図のと
おり）

土石流

タイト
ウ谷川
（２０５
－１０３
８）

新居浜
市神郷
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流

清住川
（２０５
－１０４１
－１）

新居浜
市清住
町
（次の
図のと
おり）

土石流

清住川
（２０５
－１０４１
－２）

新居浜
市清住
町
（次の
図のと
おり）

土石流

新道谷
川
（２０５
－１０５
１）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

土石流

上揚谷
川
（２０５
－１０５
２）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

土石流

端出場
川
（２０５
－１０５
４）

新居浜
市立川
町
（次の
図のと
おり）

土石流

山根川
（２０５
－１０６
０）

新居浜
市山根
町
（次の
図のと
おり）

土石流

丹谷川
（２０５
－１０７
０）

新居浜
市萩生
（次の
図のと
おり）

土石流

磯浦第
１川
（２０５
－１０８
０）

新居浜
市磯浦
町
（次の
図のと
おり）

土石流

又野川
東川
（２０５
－Ｊ０１
６－２）

新居浜
市又野
三丁目
（次の
図のと
おり）

土石流

又野川
（２０５
－Ｊ０１
７）

新居浜
市又野
二丁目
（次の
図のと
おり）

土石流

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

西条地方局建設部及び新居浜市に備えて一般の縦覧に供する。）

�愛媛県告示第５４８号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

上七郎
行谷
（３６１
－６）

東温市
山之内
木地
（次の
図のと
おり）

土石流

ゆずり
は谷
（３６１
－７）

東温市
山之内
神子野
（次の
図のと
おり）

土石流

荒木谷
（３６１
－１０）

東温市
山之内
荒木谷
（次の
図のと
おり）

土石流

アキガ
谷
（３６２
－１３）

東温市
吉久向
井川
（次の
図のと
おり）

土石流

角田下
谷
（３６２
－２０）

東温市
則之内
和田丸
（次の
図のと
おり）

土石流

狩場川
（３６２
－４３）

東温市
河之内
狩場
（次の
図のと
おり）

土石流

成谷川
（３６２
－４４）

東温市
河之内
狩場
（次の
図のと
おり）

土石流

高智川
（３６２
－４７）

東温市
河之内
問屋
（次の
図のと
おり）

土石流

奥谷
（３６２
－５２）

東温市
河之内
上音田
（次の
図のと
おり）

土石流

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

松山地方局建設部及び東温市に備えて一般の縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第５４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 東予玉川線 今治市朝倉上乙１７２番５

旧 １６．４～１８．４ ０．０５２

新 １８．４～６５．２ ０．０５２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 東予玉川線 今治市朝倉上乙１７２番５ 平成１９年３月２７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 河辺小田線
大洲市河辺町川崎１４１９番２から

同町川崎１４０２番１地先まで
平成１９年３月２７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 河辺小田線 大洲市河辺町川崎２４２０番３ 平成１９年３月２７日
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公 告

�������
�愛媛県告示第５５６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

東温市樋口字前川甲１３７８番１の一部

２ 申請人の住所氏名

松山市余戸東五丁目１番１０号

四国セキスイハイム株式会社 代表取締役 永岡 猛志

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第５５７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

喜多郡内子町内子９９４番１及び９９４番１地先里道

２ 申請人の住所氏名

喜多郡内子町内子２６４番地

株式会社とみなが 代表取締役 冨永 洪太郎

３ 図面省略

�愛媛県告示第５５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町二名津１６５１番３から

同町二名津１６４８番４まで

旧 ６．０～３１．０ ０．０７０

新 ６．０～３１．０ ０．０７０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町二名津１６５１番３から

同町二名津１６４８番４まで
平成１９年３月２７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘字内ノ浦乙１４８番４から

同町北灘字新田甲２１４９番６まで
平成１９年３月２８日
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所 在 地
土 地 建 物

地 目 地 積 構 造 床 面 積

宇和島市津島町山財５４３７番 畑 １，７９２．８６�

木造スレート葺平家建 ２６．２３�

コンクリートブロック

造スレート葺平家建
２０．４０�

宇和島市津島町山財５４３８番 畑 ４４．７７�

宇和島市津島町山財５４４４番 畑 ３，１６９．３１�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１９年４月１６日（月）午後１時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１９年５月７日（月）午前１１時

� 入札及び開札の場所

愛媛県宇和島市天神町７番１号

愛媛県宇和島地方局７階第１会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。
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監 査 公 表

�公表第９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成１９年３月２７日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

同 白 石 友 一

� その他

詳細は、入札心得書による。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１９年３月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１９年３月１６日 特定非営利活動法人
ワーカーズ・コレクティブひと 上 田 由岐子 愛媛県新居浜市西喜光地町８番１

号
本会は、地域社会において、会員の有する個人
資源を自ら組織し、その生活技術や技能を発揮
し役立てることにより、参加型福祉・医療・保
健の社会化及びまちづくりを推進する。
２ 本会は、愛媛県に在住する不特定かつ多数
の子供・高齢者・障害者等に対する多様な生活
支援サービスを非営利市民事業をもって提供し、
地域福祉の向上に寄与する。
３ 本会は、相互扶助の精神に基づいた自己決
定・自主管理の働き方の社会化、また男女共同
参画社会の形成に寄与する。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 央 児 童 相 談 所 平成１８年４月１８日

（監査の結果）

１ 児童福祉施設入所措置費負担金について、所得税額の計算誤りによ

り、計５４４，１４０円（平成１７年４月から平成１８年２月までの１１ヵ月分）

の調定漏れとなっていた。

２ 児童福祉施設入所措置費負担金については、納期限内の収入確保に

努めるとともに、滞納繰越額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 分 滞納繰越分 計

１７年度 １６，９４３，５９０ ５４，８５８，４４０ ７１，８０２，０３０
平成１７年１２月
３１日現在（対
前年同月比）

１６年度 １５，１６４，７００ ５５，９０８，４４０ ７１，０７３，１４０

差引増減 １，７７８，８９０ △１，０５０，０００ ７２８，８９０

（措置の内容）

１ 所得税額の計算誤りにより調定漏れとなっていた５４４，１４０円につい

ては、平成１８年３月に調定し、１２月末までに４，８００円納入された。未

収金５３９，３４０円については、早期収入確保に努めたい。

なお、今後は、負担金算定の基となる源泉徴収票等を精査し、適正

な調定事務処理に努めたい。

２ 児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して、措

置の際に負担金の制度を十分説明するなどして、適期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、平成１５年度に制定した「児童

福祉施設入所負担金徴収マニュアル」に基づき、所内に滞納整理班を

設け、個別滞納整理表の作成により未納者の状況把握と徴収可能な債

務者の選別をし、重点的な納入催告に努めた。

今後とも、負担金の適期収入に留意するとともに、滞納繰越分につ

いては、保護者との連絡を密にするなど収入の確保に一層努めたい。

区分

収入未済額（円）

平成１７年１２月３１
日現在

平成１８年度への
繰越額（平成１７
年度末現在）

平成１８年１２月３１
日現在

平成１７年度分 １６，９４３，５９０ １２，７５２，１３０ １１，５０９，４７０

滞納繰越分 ５４，８５８，４４０ ４３，０３９，１６０ ４２，５９９，２６０

計 � ７１，８０２，０３０ ５５，７９１，２９０ ５４，１０８，７３０

平成１８年度分� － － ７，７９８，３７０

合計（�＋�） ７１，８０２，０３０ ５５，７９１，２９０ ６１，９０７，１００

平成１９年３月２７日 発行
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